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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 水島美喜子君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

沢田広志議員。

〇沢田広志議員 （登壇） おはようございます。それでは、通告に従いまして一般質問

をしてまいります。

大きな１点目として、国保特定健康診査の実施についてであります。今年度の特定健康

診査は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年６月実施予定の集団健診は中止さ

れて、１０月に日程と時間を延長して実施されました。また、特定健診の結果説明会も１

１月に７日間にわたり行われたところであります。そこで、以下について伺います。

（１）今年度の特定健診の受診者数並びに受診率の状況についてであります。

（２）受診されなかった市民への対応はどのようにされているのか。

（３）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中での今後の特定健診の取組をどの

ように考えているのかであります。

続いて、大きな２点目であります。インフルエンザワクチンの接種について。今年もイ

ンフルエンザが流行する季節を迎え、高齢者をはじめ妊婦、乳幼児、小学校低学年など、

予防接種を希望し、受けているところです。また、今シーズンに限り、高齢者は自己負担

額無料となりました。市内７医療機関にて予防接種が実施されておりますが、ワクチンの

不足、入荷待ちの中、予防接種を待っている人たちがいるようであります。現状はどのよ

うになっているのか伺います。

続いて、大きな３点目、新型コロナウイルス感染症への対応について。新型コロナウイ

ルスの感染が再拡大する中、初めての本格的な冬を迎え、冬の感染対策として特に寒い季

節の換気についてどのような対応をすべきなのか、そして市民への周知も必要と思うが、

市の考えを伺います。

最後に、大きな４点目、新型コロナウイルス感染症の拡大に向けた市の考え方について

であります。市は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、宿泊、飲食サービス、卸売、

小売業など大きな打撃を受けている業種をはじめ市内経済への影響が増したことを踏まえ、

４月に第１弾の緊急経営支援、５月に第２弾の経営支援、６月に第３弾の消費喚起支援、

７月に第４弾の新生活様式定着支援を国や北海道が取組実施している経済対策の対象とは

ならない事業者を重点的に支援してきました。１２月の師走を迎え、年末年始の最も人や
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物が大きく動く時期と重なり、市内経済への影響は大きく、事業の存続にも直結するよう

な事態にもなってきております。今後の対応についての市の考えを伺います。

以上、１回目の質問といたします。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から大きな１、大きな２及び大き

な３についてご答弁申し上げます。

初めに、大きな１、国保特定健康診査の実施についての（１）今年度の特定健診の受診

者数並びに受診率の状況についてでありますが、集団健診及び個別健診等の受診者数は１

１月末現在で９８５人、受診率は３７．３％であり、昨年同時期は受診者数１，０８９人、

受診率４０．８％でありましたので、やや減少している状況でございます。その要因とし

ましては、健診の対象者数が減少したことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、集団健診を例年の６月、１０月の２回実施から１０月の１回のみとしたことで健診

日数が昨年より４日少ない７日間となったことや新型コロナウイルス感染症の影響による

キャンセルなど受診控えも見受けられたところでございます。集団健診が減少した一方、

市内医療機関での個別健診につきましては４月、５月は緊急事態宣言により実施しなかっ

たにもかかわらず、１０月までの受診者数は前年の４０人よりも多い５９人の受診があっ

たところでございます。

次に、（２）受診されなかった市民への対応についてでありますが、個別健診につきま

しては来年１月から実施予定の市立病院を含め３月まで実施することから、健診未受診者

に対しましては今後個別に勧奨を行うとともに、通院などにより医療機関に健診に代わる

検査データがある方については訪問等により当該データの提供を呼びかけることとしてお

ります。

次に、（３）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の特定健診の取組につい

てでありますが、今後新型コロナウイルス感染症の感染状況やそれに伴う国や北海道の動

向などを踏まえ、集団健診につきましては受付人数の制限や会場などの感染予防対策を徹

底しながら、例年どおりの実施日数を確保し、６月及び１０月に実施する予定としており

ます。

続きまして、大きな２、インフルエンザワクチンの接種についてご答弁申し上げます。

今年度のインフルエンザワクチンの予防接種につきましては、新型コロナウイルス感染症

との同時流行のおそれがあることから、例年１１月から開始していた接種開始時期を空知

医師会と協議し、１０月１９日に早めるとともに、予防接種に係る自己負担額については、

定期接種である高齢者等は感染による重症化率、死亡率が高いことから、今年度に限り、

これまでの１，０００円を無料として実施しております。市内のインフルエンザ予防接種

実施医療機関の今シーズンのワクチンの総体の確保量は、昨シーズンよりも１割以上多く

確保されたとのことでありますが、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備
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え、需要が高まったものと考えられ、１１月下旬には確保したワクチンの在庫が各医療機

関ともなくなり、新規の予約ができない状況となっております。また、各医療機関におい

ては、今後追加でワクチンの入荷がある場合でも定期的に通院されている患者を優先する

取扱いとなる旨聞いているところでございます。このほか、今年度は高齢者等については

市外医療機関で接種した場合も助成対象としておりますが、近隣市町の医療機関でもワク

チンの在庫がなく、接種は難しい状況と聞いております。

続きまして、大きな３、新型コロナウイルス感染症への対応についてご答弁申し上げま

す。道内における新型コロナウイルス感染症の状況としましては、本年２月下旬から感染

が拡大し、６月に入り落ち着きを見せつつありましたが、１０月下旬以降全道的に感染拡

大が続いており、いまだ終息が見えない状況であります。道内初の感染が確認されてから

初めての冬の季節を迎えておりますが、冬場における換気を含む感染防止対策につきまし

ては、国から示された寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイントによりますと、

従来の対策と同様、マスク着用や３密を避けるなど基本的な感染防止対策に加え、寒い環

境でも換気と適度な保湿を行うこととされております。寒い環境における換気につきまし

ては、機械によって強制的に換気する機械換気による常時換気のほか、機械換気が設置さ

れていない場合は室温１８度以上を目安に保ちながら窓を少し開ける常時窓開けや連続し

た部屋等を用いた２段階の換気の実施を行うことが推奨されており、また適度な保湿につ

いては換気をしながら加湿器の使用や洗濯物の室内干し、小まめな拭き掃除により湿度４

０％以上を目安とした適度な加湿を行うことなどが寒冷な場面における感染防止対策と示

されているところでございます。

新型コロナウイルス感染症に係る市民への周知につきましては、これまで国及び道から

の通知に基づく感染症対策について市ホームページ、市公式ライン、地デジ広報などによ

り、道内初の感染が確認された本年１月末以降継続して実施しているところであり、冬場

における感染防止対策につきましても既に市ホームページにおいて、クリスマスや大みそ

か、初詣など年末年始の季節の行事を迎えるに当たり、大人数が集まる場面や寒冷な場面

における換気、加湿等の感染防止対策などについて周知しており、今後につきましては広

報すながわ１２月１５日号による周知及び１２月下旬に配布するオアシス通信に啓発チラ

シを折り込み、感染防止対策に取り組んでまいります。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 （登壇） 私から大きな４、新型コロナウイルス感染症の拡大

に向けた市の考え方についてご答弁を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が及ぼした市内経済への影響は、２月２８日に発出された北

海道知事による週末の外出自粛要請を柱とした新型コロナウイルス緊急事態宣言、さらに

は４月１６日に発出された国の緊急事態宣言を受けての北海道知事による１０５業態に及

ぶ事業者への休業要請やイベントの開催自粛などにより、砂川市内においても人々の往来



－81－

が激減し、歓送迎会や各種団体による総会後の懇親会などがほぼ全て延期もしくは中止と

なり、その影響は宿泊、飲食サービス業、卸売、小売業を中心に大きな打撃を受けたとこ

ろであります。

事業者の多くは、自らの資金や国をはじめ市などの公的機関の支援などの活用により事

業を継続し、春先に激減した売上げを回復させるべく、感染防止対策に努めながら年末年

始に期待していたものと考えているところでありますが、気温が下がり始めた１０月下旬

頃から多くの感染者が確認され始め、これまでの札幌圏を中心としたものに限らず、地方

都市においても集団感染が発生するなど、各地において多くの感染者が確認されている状

況にあり、特に飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食を介した感染が指摘され、その結果外

出を控えるなど、こうした状況が長期化した場合、市内経済は再び大きな打撃を受けるも

のと想定されます。その対策に向けた今後の考え方といたしましては、これまで同様、国

及び北海道において講じている経済対策の対象とならない事業者を重点的に手当てするこ

とを基本とし、市内経済における影響の度合い及び国、北海道の動向を見極めながら必要

な対策を講じてまいります。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 それでは、通告に従った部分で一つ一つ、２回目の質問をしてまいりた

いと思います。

まず、１点目の国保特定健康診査の実施については、今ほど答弁をいただいて現状を把

握することができました。健診対象者数から受診者数、受診率という部分では、残念なが

ら昨年と比べでも３７．３％ということで若干少なくなっているのだなと。今回の健診の

実施というのが大変な苦労をされているという部分があるのかと改めて痛感しております。

先ほどお話があったように、例年だと６月と１０月がコロナの感染拡大に伴って１０月

実施ということで年１回でありました。こういったことで、受診者数、受診率、今のとこ

ろ個別健診については前年度に比べて若干多くなっているということなのですけれども、

恐らくまだこれは暫定的な数字のところなのかと思っています。集団健診と個別健診とあ

りますから。コロナの影響がなくて今まで年２回の健診をしている中では、平成３１年４

月の時点では、健診対象者数が２，５１２人に対して健診受診者数が１，２４３人で、健

診受診率が４９．５％であったということと、平成３０年度においては２，５９４人の健

診対象者数、健診受診者数が１，３８３人で、健診受診率が５３．３％。健診について保

健師も含めて職員の皆さんも一層努力をされてここまで健診率を上げてきている。これは

何を言わんとするかというと、こういう健診率が上がることによって、砂川市民の予防も

含めた健康に対してしっかりとした対応をしているという一つ一つの積み重ねができてき

たのかと私は思っています。

そこで、今まで６０％を目標としている砂川市においてもこのように努力して健診率が

上がってきた中で、残念ながら今年は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って健診方法
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も変わったということで今現在のこういう受診率となっておりますけれども、この受診率

が低下している部分において何がしかの影響が出てくるかと私は思っているのですが、こ

のことについてどう受け止めているのか、その考え方を聞かせていただけないでしょうか。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 健診率、受診率の低下ということでございまして、先ほど

のご答弁でも申し上げましたとおり、集団健診につきましては若干受診率が低下している

ものでございまして、要因としましては、これも先ほどご説明したとおり、日数も減りま

した。また、受診される方の行動も若干変容しているようでございまして、ふれあいセン

ターの保健師と対象者との会話の中では、今年は集団健診は控えようかなというお話をさ

れる方も中にいらっしゃるということでございます。集団健診、今年については１０月１

回ということでございましたが、これからは個別健診、また来年１月から市立病院で行わ

れる健診、３月まで実施されますけれども、そういったところに未受診者につきましては

勧奨して、できるだけ継続的に受診をしてもらえるような、そういった働きかけはしてい

かなければならないとは感じております。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 より一層努力をしていただきたいと思うのですが、私は（３）番目に新

型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中での今後の特定健診の取組についてというも

のを聞かせていただきました。今年度については１０月に実施された健康診査、私も受診

している一人でありますので、中身も見させていただいているところであります。例年よ

りもかなり、新型コロナウイルス感染症に対する対応ということでは日数も時間も延長し

た中、またその時間の中でも定員を決めた中で密にならないような形でやってきたのかと

思うし、待つ健診者についてもしっかりと対応してきたと思っております。そういったこ

とをしっかりと健診対象者の皆さんにも伝えて知ってもらうと、それによって集団健診に

来てもらうといったことも大事なのかと思っています。

さらに、今年の健診についてはたしか６月のうちに健診のご案内が届いていたかと思い

ます。ですから、かなり早めに健診のご案内が届いたということは、場合によっては集団

健診はまずいと思った場合に、先ほどお話があったように個別健診が若干増えたというの

は、そういったところにも気遣いをした健診者もいたのかと思っておりますので、そうい

うことを含めながらしっかりと対応していただきたいと思いますし、今後の特定健診の取

組については、来年度については今までどおり６月、１０月を目指して、まだコロナが終

息していない段階ですから、恐らく今年実施されたような形を踏襲しながらやっていくの

かと思っていますので、この辺はしっかりやっていただきたいと思います。

そこで、（２）のところの受診されなかった市民への対応ということで、答弁をいただ

きました。保健師の皆さんはそれぞれ地域ごとに担当を持ちながら、個別の部分で受診を

していない方たちにもいろいろ働きかけをしているとは思うのですが、この辺はコロナと
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いうことも踏まえながらしっかりとやっていかなければいけないと思うのですけれども、

この辺でもう少し具体的にこういった取組をしますということであれば、聞かせていただ

けないでしょうか。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 集団健診を希望されなかった方については、個別健診をご

案内するということでございますが、ここ数年治療中の検査のデータが特定健診のデータ

と重複すると、それを特定健診のデータとして取り込めるという場合には、ご本人さんの

同意を得ながら検査データを提供していただいております。そういったところも力を入れ

て勧奨して、その検査データによりまして保健指導ということも可能でございますから、

結果的には対象者の健康づくりに資するというところでは集団健診、個別健診と並んで検

査データの提供依頼というところにも力を入れてまいりたいと考えております。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 先ほどお話をしたように、砂川市民の健康を守る、予防することによっ

て重症化しないといったことが一つの大きな命題であるかと思いますので、これはコロナ

という中での大変な仕事かと思いますけれども、より一層努力していただきたいというこ

とで、１についてはこれで終わりたいと思います。

２つ目に、インフルエンザワクチンの接種について今ほど答弁をいただいたところであ

ります。これは、１０月の初めの臨時会で提案もされた中で、特に高齢者の接種の自己負

担額無料といったことも含めて、これは空知医師会へ委託をしながらやっていく事案であ

るかと思っております。そこで、１０月１９日から始まって１２月３０日までが予防接種

の助成期間になっているので、あと僅かしかないのかと思っています。その中で、もう既

に１１月の半ば頃にはワクチンが不足して、次はいつ入ってくるか分からないような状況

だったということが、いろいろな人に会うとそういう話をされていたので、これは困った

ことだと思っておりました。特に高齢の方たち、さらには予防接種を希望する人方にとっ

ては大変なことであると受け止めていますから、市内では７医療機関でやっておりますし、

あとは国内では約６，３００万、昨日答弁を聞いていると６，５００万と耳に入ったので

すけれども、いろいろ調べると６，３００万人分のワクチンという話があったのですが、

国の管理下においてこういったことがされているのかと思っているのですけれども、高齢

者の接種状況を今の段階で把握するということについては分かるのでしょうか。もし分か

るのだったら教えていただきたいし、まだ経過なので、この辺は難しいのだということで

あれば、その辺のお話をいただければと思うのですけれども。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 接種率というところの数字は手元にはございませんが、今

年につきましては１０月１９日から実施しております。今１２月の中を過ぎて、各医療機

関からは１０月の接種分、１１月の接種分の報告が来ているところでございまして、今年
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の部分の１１月分が全医療機関まとまっておりませんが、１医療機関を除くと、今年の１

０月、１１月分については大体３，１００件程度の受診、接種数ということでございまし

て、去年と比べますと、去年は１１月、１２月が助成の対象期間で、この期間に高齢者は

接種していただいております。この二月の期間の合計が３，０６８件ということで手元に

ありますので、今の段階で昨年度の接種数を上回っていると。対象となる期間は今月末を

予定しておりますので、今月にご予約されているような方が接種されると昨年をある一定

数上回るような接種数になると考えてございます。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 昨年と比べると二月間では昨年以上にワクチン接種をされているという

ことが分かりました。今年は例年と違うのは、どちらかというとワクチン自体も増量して

いる。おおむね１０％、昨日話を聞いていても病院でも１２．５％ほど増量している。そ

れだけの体制を整えているということで、それでも不足している、または入荷待ちだとい

うことであったものですから、こんな状況ですけれども、１２月いっぱいまでですから、

もう予約をしている方もいらっしゃるだろうし、場合によってはいまだに接種できていな

い。予約されている方は接種できる部分は分かるかと思うのですけれども、いまだに予約

もできない、接種もできないといった方たちはいるのではないかと思うのですけれども、

この辺はどんな状況かというのは受け止めているのでしょうか。こういう人方がもしいる

のであれば、しっかりとワクチン接種をしてほしいといったことの勧奨というのか、周知

というのか、そういったことも私は必要なのではないかと思うのですけれども、この辺の

考え方はいかがでしょうか。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 市の取組としてワクチンを確保するというのは、なかなか

難しい状況にはあろうかと考えております。ただ、市内の医療機関に電話で聞き取りの確

認をさせていただいたところ、医療機関によっては相当数の問合せがあるということも聞

いておりますし、また高齢者だけではなくて子供も含めて問合せがあると聞いております。

接種を勧めるということでいいますと、ワクチンの量が在庫が切れて、予約をされていな

い方についてはなかなか今シーズンは難しいことも想定されるかと思いますので、助成制

度がございます、接種をお勧めしますというところを積極的にこれからお知らせしていく

というのはなかなか難しいところはあろうかと思います。接種の方法も疾病の対策にはな

りますけれども、コロナ同様、手洗いであったりマスクということがインフルエンザにも

当てはまりますので、コロナも含めましてそういった感染予防の対策について皆様には周

知、啓発してまいりたいと考えてございます。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 いろいろ考えられてはいるかと思うのですけれども、ただどうしても接

種を希望していながら接種できない。特に今年は高齢者の方たちの自己負担額を無料にし
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ますということを明確に決めている中で、希望したのに受けられないと、これはどういう

ことなのだろうと思う方も私はいるかと思っています。そこでですけれども、助成期間は

１２月３０日までです。ただ、インフルエンザワクチンの接種時期というのも決められて、

ある程度の期間が必要だとあるのですけれども、このような状況の中でまだ接種希望して

いるという人がいるというのが分かった段階ででも１２月３０日までの助成期間というの

を延長するとか、そういったことの考え方というのはどんなものなのかと思うのですけれ

ども。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 例年では１２月末で、今年度も当初の計画では１２月末ま

でとしておりました。ただ、現状を見ますと接種される方が増加しているとともに、問合

せの電話等も数多くあるということでございますので、期間延長してもワクチンの確保が

できないということであれば本末転倒かと思います。この後各医療機関には今後の予定等

をもう少し細かくお伺いして、希望者等の状況も勘案しながら、必要であれば期間を延長

しなければならないというところは考えているところでございます。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 接種希望される方たちの状況も把握しながら、場合によっては助成期間

延長ということも必要なのだということがもし内部で検討されることがあれば、その辺は

しっかりと対応していただきたいと思っています。ありがたいことにインフルエンザにつ

いては、昨日の新聞報道を見ましても滝川保健所管内でも発症についてはいまだに出てい

ないということで、ただ、今はまだ出ていないけれども、まだこれからですから、どうい

う状況になるかについてはまだ分かりませんので、ワクチン接種によってかかりづらい、

重症化しづらいといった形での対応というのは必要なのかと思いますので、この辺はしっ

かりと対応方していただければありがたいと思います。インフルエンザワクチンについて

の質問は、これで終わりたいと思います。

続いて、３番目の新型コロナウイルス感染症の対応、特にいよいよ冬場で、新型コロナ

における初めての冬を迎えるといったことから、換気についてということで、私は主にこ

こを聞かせていただいております。昨日の一般質問を通しながら、例えば教育関連施設だ

とか、いろいろなところの換気についてもお話をされておりましたけれども、私はどちら

かというと家庭内を含めた換気ということで、今お話を聞いているとホームページにも１

２月３日の日に掲載がされています。広報すながわについては１２月１５日号に掲載予定

をしていると、あとライン等にも、教育委員会のオアシス通信にもそれについて出される

ということですが、私から見たら正直遅いです。というのは、国では今年の１０月２３日

には新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府への提言がされていて、なおかつ１１

月１２日には寒い環境でも常に換気を、政府がコロナ予防ポイントといったこともされ、

それの改善点があって、１１月２７日には参考資料ということで厚労省では冬場における
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換気の悪い密閉空間を改善するための換気についてといったことで、それぞれ出てきてお

ります。もう冬場ですから、遅くとも１２月１日号とか、本来なら１１月１５日号ぐらい

に市民の皆さんへ換気についての周知ということを私はすべきでなかったのかと思ってい

ます。ホームページを見させていただきました。ホームページは、換気だけではないです。

５つの場面だとか、そのほかのことをいろいろ大きく３つに分けて掲載もされております。

今後広報すながわにも掲載予定ということですが、どのような形で周知されるか私は分か

りませんけれども、市民の皆さんにしっかりと周知できるような方法をしてもらいたいと

思っています。場合によっては、もう少し絵を使った部分での全戸配布といったこともあ

っていいのかと思っています。

遅いという話をさせてもらったのは、報道機関関係、テレビ、ラジオを通しながら少し

換気について言い始めてきた。でも、市のほうは市民に対してどうなのだろうと思ったと

きに、まだ動きがないなと思っておりました。それで、今回一般質問をさせていただいて

います。基本的には、換気ですから、特に冬場は１８度以上になるように、湿度について

は４０％から６０％程度の間でということであったり、２００３年に建築基準法が改正に

なったことによって、新たに建てる住宅関係は先ほどお話があったように常時換気設備、

要は２４時間換気システムということの設置義務がされてきているということで、そうい

ったことがある中でいろいろ見させていただくと、逆に換気の仕方によっては湿度が奪わ

れてしまうといったこともあるものですから、この辺をできれば分かりやすく正確に市民

の皆さんに伝えて、冬場の換気ということを通しながら新型コロナへの対応ということが

私はあってよかったのかと思うのですけれども、まずはどうしてこのように遅くなってき

たのかということの考えを聞かせていただけないでしょうか。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 １２月３日からホームページ、また１２月１５日号の広報

ということでございまして、オアシス通信も含めまして年末年始の催物等の開催も見据え

た中でお知らせする時期を判断していたわけでございます。見方によっては、情報の提供

時期がタイムリーではないということでありますと皆様にもご迷惑をかけることにもなり

かねませんので、情報の伝達といいますか、周知の時期につきましては今後についても慎

重に判断して適正な時期に広報してまいりたいと考えてございます。ただ、今年の２月１

５日号の広報すながわから広報紙、市ホームページ等については継続して感染症の対策の

啓発を続けておりますので、こういったところも含めまして今後も皆様には周知啓発に努

めてまいりたいと考えてございます。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 担当のほうではいろいろな諸事情といろいろな状況を把握しながら、勘

案しながらここに至ったのかと思っていますが、私的にはもっと早くにやっていただきた

かった。ただ、これからやることについて駄目ですということではなくて、しっかりやっ



－87－

ていただきたいし、市民への周知ということでありますから、特に北海道にとってはこの

冬をどうやって乗り切るかといったことがありますし、その大事な部分には換気というこ

とがあるのだろうと思っています。それぞれの家の状況によってみんな違うわけですから、

そういったことを含めてしっかりと対応方していただきたいと思っていますし、またいろ

いろなことで問合せがあればしっかりと受け止めていただきたいということを話して、こ

のことについてはこれで終わります。

最後に、大きな４点目であります。新型コロナウイルス感染症による経済対策というこ

とで、今年は年が明けてから、特に２月に入って３月、４月といったことで、先ほど部長

からも答弁ありましたように、そのようなことを含めながら今に至ってきたのだと思って

います。この間市内の事業者、経済に対してもしっかりと第１弾から第４弾を設けていろ

いろな施策を取りながら経済を下支えしてきたのだと思いますし、そこにはお話があった

ように、砂川市としては国と道の対象外のところを何とか対応していこうと、光を当てよ

うということでは、私もそういう点では大変評価しておりますし、そういった部分を含め

ていくと大事な部分だと。

ただ、この時期にきて、１２月の師走、年末年始といったことは大きな影響だと思って

います。そこで、経済対策の関係、昨日も臨時閣議では地方創生臨時交付金が１兆５，０

００億円、中身的にはまだしっかり私も把握し切れていませんけれども、これも期待しな

がらとは思うのですが、そこで経済対策について、市長の考え方をお伺いしてみたいと思

うのですけれども、１２月の師走となり、新しい年をどのように迎えたらよいのか、大変

な事態になったものだと私自身も受け止めております。なぜならば、今年の２月からの新

型コロナウイルス感染症拡大の影響では特に３月、４月の卒業、入学、新入社員歓迎シー

ズン、年度末、年度初めの関係団体等の定期総会の開催が中止され、同時に飲食を伴う懇

親会の多くが取りやめ、さらに影響を受けた企業も含め、市内経済は大きな打撃があった

と。それは、先ほどの答弁にもありました。その後国と道、さらには砂川市の経済対策に

よって何とか私は持ちこたえたのだと思っています。持ちこたえて、新型コロナはあるけ

れども、共に経済活動としてやっていこうといった動きをしていただいたのかと思ってい

ます。

ただ、残念ながら１０月の下旬からは再拡大して、最も人や物の大きく動く時期である

クリスマスとか年末年始と重なってしまっているということで、もう既に砂川市は市民新

年交礼会も中止ですし、関係４団体の新年会も中止となりました。それに関わっていろい

ろな新年会等も含めて、忘年会も新年会も基本的には実施しようかという状況でなくなっ

てきているといったことがあります。せっかく人と物が動く大事な時期なのにこういう状

況というのは、経済への大打撃であると私は受けています。

さらに、政策の中には消費喚起でプレミアム商品券の関係も出ておりましたので、すな

がわプレミアム商品券、これは砂川商工会議所が主催で、プレミアムの部分については市
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もしっかりと対応方しているということで、商品券発行枚数が１万８４５セットで１６万

２，６７５枚、１２月４日現在、商工会議所を介してどんな状況なのだろうと聞かせてい

ただきました。そうすると、換金枚数が１０万２，１５５枚で６２．８％であると。もう

既に約６３％が使われていますと。あと残りは３７％ほど、これは来年１月３１日までで

すから、普通に考えると恐らく１２月中に残りの部分は、皆さん持っているとすれば使う

率はかなり高くなるのかと思っています。ただ、そういったことも期待しながら、残りは

３７％程度しかないのだと思ったら、果たしてこれが砂川市内の経済、丸々ゼロではない

けれども、もう少し足りないのではないかという気はしています。この中には一番多いの

は食料品、菓子の５７％ほど、生活物販が２０％ほど、燃料、暖房系が１１％ほどで、飲

食については６．３％という状況で、今現在の時点でこういう状況になっています。

これを何とかここで残りを含めてしっかりと市内の経済に対して進んでくれればまだ何

とかと思うのですけれども、このような状況であるということを考えたときに、私はこの

ままで年を越していけるのだろうかという心配をしております。もう既に商工会議所にも、

経営相談ということで１２月に入ってからは相談に来られる方も多くなってきていますと

いう話も聞いていますし、それと自営業の方たちは１２月末が年度末なのです。年度末と

いうことは、今後を考えたら、ひょっとしたらこの後この影響が１２月、１月が難しくて、

２月は通例だと閑散期に入って売上げが減少する時期に入って、さらに本当は止まってほ

しいですけれども、３月、４月までもしこんなことが続いてしまったら不透明感がより一

層増していくということも踏まえて、この事業存続はどうなのだろうと思う場合も出てく

るかと思っています。

そういったことで、この辺はこういう状況であるということを踏まえながら、市長とし

てこのことについての考え方というか、どう思われているのかご所見を聞かせていただけ

ればありがたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 高田議員のときにも若干国の方向性の話をしたのですけ

れども、基本的に経済対策と、それからコロナ感染症対策、非常に難しい問題がございま

して、長引けば長引くほど市内経済に与える影響が大きくなると。できれば一気にコロナ

を終息させて、いろいろなところに重点的にやったほうが期間が短くて済むのでないかと

いう考えもないわけでないのですけれども、現実的には日本の経済は動いておりますし、

各地域間の移動もございますから、完全に防ぐというのは難しいと。ただ、市長として医

療崩壊だけは避けなければならないというのがあるので、何とか感染症対策だけはしっか

りとしていかなければならないだろうというのがございます。

また、今のコロナの関係でございますけれども、もともと北海道は冬になると乾燥する

ので、菌の生存している期間が長くなるということで、第３波で寒い地方についてはコロ

ナ感染症が増えていくだろうというのはもともと言われていたことでございますけれども、
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国の政策の中でＧｏ Ｔｏ トラベル等をやることによって余計感染が増えたというのも

ございますし、また飲食店でマスクを外すことによって確実にそこから感染が広がり、そ

れが地方に広まっていったというのもございます。その中で砂川市の経済対策を一体どう

するのだということだ思うのでございますけれども、新聞報道で御存じだと思いますけれ

ども、国で第三次の補正予算、２０兆円ほどと言われております。その中で地方創生臨時

交付金につきましては１．５兆円ということで、第一次で１兆円、第二次で２兆円でした

から、その中間ぐらいですから、比例案分すると、これは想定ですけれども、砂川に配分

される分については２億４，０００万ほどのお金が来るであろうと今想定してございます。

それで、国会が開かれるのが１月１８日頃ということで新聞でうたわれております。そこ

で決まった後に地方に下りてきて、地方のほうでまた議会の中で議決をいただくというこ

とになるので、２月に入る可能性もあるわけでございますけれども、地方創生臨時交付金

の使途ですか、国がどういう方向でくるかというのはまだ明らかになっておりません。そ

れが明らかになった時点である程度方向性は分かるのですけれども、そこからやると間に

合わなくなるので、ある程度想定しながら市役所内部の中で一次と二次でやった経済対策

の効果というものを検証しながら、より効果のあるところとか弱点と言われているところ、

一番影響の大きいところも踏まえて、さらにはコロナ対策も加味しながらどうやっていく

かというのは今部内で協議をしようとしているところでございます。

大変難しい問題でございますけれども、ワクチンも、あくまでも新聞報道ですが、３月

の下旬以降日本でも接種ができるのでないかというのが今報道されております。イギリス

ではもう始まっておりますけれども、それらの状況からいくと、ある程度１２月、１月、

２月、３月頃が一番コロナに対する大事な時期、経済対策も感染対策も含めて一番大事な

時期になるのではないかと思っております。その中でしっかりと砂川は砂川独自の対策、

独自というわけではないですけれども、第一次補正のときに私が言ったのは、休業命令を

かけたところに国では法人２００万、個人１００万とやったけれども、砂川市の実態から

いくと、それはそれで国で十分やっていると、道もそれに上乗せしていると、そうしたら

砂川市のやるべきことはどこだと考えたら、それにいかない人たちをどう救うかと、そこ

を重点にしないとまずいのだろうというのがございまして、そういう手は独自に砂川市は

最初から考えてやってきましたので、今度の三次補正につきましてもしっかりと検討して、

どういう対策を打つのが市内経済にいいのか、プレミアム商品券だけでやっても、生活必

需品とか暖房とかでかかる分については経済効果というより、黙っていてもそこは使うお

金で、それが経済効果につながるのではなくて、それ以外のところに行かないと経済効果

につながらないというのもございます。それらも踏まえてやらないと、こんなことを言っ

たら怒られるかもしれませんけれども、本音の部分を言うと人を出してやっても使われ方

の問題がそうでないところに行かないと金は回らないのです。暖房と食料品はプレミアム

商品券がなくても買います。それ以上のところに行く対策をどうするか、またはそれは今
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自重するべきならば、それに対する休業補償はできませんけれども、弱っているところに

どう手だてをしていくのだというところにいかないと、本来砂川だけの範疇で考えるなら

経済対策にならないと私は思っております。

これ以上はまだ方針が決まっていないものですから言えないですけれども、私の本音の

部分はそういうところにあるということをご理解いただきたいと思います。

〇議長 水島美喜子君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 今ほど市長からもお話をいただいたところであります。ただ、このよう

な状況であるといったことを踏まえながら、国の流れも含めてあるかと思います。一日で

も早く、必要とされているところには寄り添いながらしっかりと対応方もしていただきた

い。さらには、最後に市長のリーダーシップもしっかりと発揮していただきたいというこ

とをお話をして、私の一般質問はこれで終わります。

〇議長 水島美喜子君 一般質問は全て終了いたしました。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時５２分

再開 午前１１時０２分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第２ 議案第５号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について

議案第６号 砂川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定

について

〇議長 水島美喜子君 日程第２、議案第５号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について、議案第６号 砂川市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての２件を一

括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 （登壇） 議案第５号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、租税特別措置法の一部が改正されたことに伴い、砂川市後期高齢者医療

に関する条例等の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市後期高齢者医療に関する条例等の一

部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第５号附属説

明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後とな
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っており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正であります。

附則第２条は、延滞金の割合の特例の定めであり、同条中「特例基準割合（当該年の前

年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」

を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割

合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基

準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改めるものであります。

第２条は、砂川市介護保険条例の一部改正であります。

附則第６条は、延滞金の割合の特例の定めであり、同条中「特例基準割合（当該年の前

年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」

を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割

合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基

準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改めるものであります。

次のページになります。附則として、第１項は、施行期日の定めであり、この条例は、

令和３年１月１日から施行するものであります。

第２項、第３項は、経過措置の定めであり、それぞれ改正後の砂川市後期高齢者医療に

関する条例及び砂川市介護保険条例の規定は、延滞金の割合の特例のうち令和３年１月１

日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、

なお従前の例によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から議案第６号 砂川市指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の

一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでありますが、改正

の経過につきましては若干ご説明申し上げます。指定居宅介護支援事業所における管理者

要件につきましては、質の高いケアマネジメントの推進を図るなどの理由から、主任介護

支援専門員とされておりますが、令和３年３月３１日まではその適用を猶予する経過措置

が設けられていたところ、事業所の人員確保に関する状況等を考慮し、令和９年３月３１

日まで経過措置期間の延長を行うとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であ

る等やむを得ない理由がある場合について主任介護支援専門員を管理者としない取扱いを

可能とするため、所要の改正を行おうとするものであります。

次のページをお開き願います。砂川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３
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ページ、議案第６号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして

左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーラインを付しております。

第６条は、管理者の定めであり、同条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下

「主任介護支援専門員」という。）」を加え、同項に次のただし書を加えるもので、ただ

し、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合につい

ては、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を前項に規定する管理者とするこ

とができるとするものであります。

附則として、第２項は、経過措置であり、「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月

３１日」に改め、「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ（３）に規定する」を削り、「第６条第１項」を「同条第１項」に改めるもの

であります。

次に、附則第３項を附則第４項とし、附則第２項の次に次の１項を加えるもので、第３

項、令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、同項中「、第６条第２

項」とあるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の指定を受けている事業所

（同日において当該事業所における第６条第１項に規定する管理者（以下「管理者」とい

う。）が、主任介護支援専門員でないものに限る。）については、第６条第２項」と、

「介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を同条第１項に規定する」とあるのは

「引き続き、令和３年３月３１日における管理者である介護支援専門員を」とするもので

あります。

附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。ただし、第６条第２

項にただし書を加える改正規定は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で各議案の提案説明を終わります。

これより各議案に対する一括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、議案第５号の討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第５号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
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続いて、議案第６号の討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第６号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第３ 議案第９号 砂川地区保健衛生組合規約の変更について

〇議長 水島美喜子君 日程第３、議案第９号 砂川地区保健衛生組合規約の変更につい

てを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 （登壇） 議案第９号 砂川地区保健衛生組合規約の変更につ

いてご説明申し上げます。

変更の理由は、砂川地区保健衛生組合が共同処理する火葬場施設に関する事務の構成団

体に奈井江町及び浦臼町を加えるため、本規約の一部を変更しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川地区保健衛生組合規約の一部を変更す

る規約でありますが、変更の内容につきましては３ページ、議案第９号附属説明資料の新

旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が変更後となっており、

変更部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第４条は、組合の共同処理する事務の定めであり、２町が火葬場施設に関する事務に加

入することから、条文を整理し、第４条を、この組合の共同処理する事務は、次のとおり

とする。第１号、火葬場施設の設置、維持管理に関すること。第２号、ごみ処理施設の建

設、維持管理（焼却処分を除く。）その他ごみ処理に関することに改めるものであります。

附則として、この規約は、令和３年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で提案説明を終わります。

これより議案第９号の質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第９号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 諮問案第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て

〇議長 水島美喜子君 日程第４、諮問案第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ただいま上程をいただきました人権擁護委員の推薦につ

いて意見を求める案件でございますが、現委員の渡辺志織氏の任期が令和３年３月末をも

って満了することになりますので、後任としまして人権擁護委員法第６条第３項の規定に

基づき、次の者を推薦することにいたしたいと存じます。

引き続き、記名してございます渡辺志織氏を推薦したいと存じますので、よろしくお願

いいたします。

履歴につきましては、裏面に記載のとおりでございます。

〇議長 水島美喜子君 これより諮問案第１号の質疑、討論を省略し、直ちに採決いたし

ます。

本案を、原案のとおり可と答申することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可と答申することに決定いたしました。

◎日程第５ 報告第１号 監査報告

報告第２号 例月出納検査報告

〇議長 水島美喜子君 日程第５、報告第１号 監査報告、報告第２号 例月出納検査報

告の２件を一括議題といたします。

監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより報告第１号及び第２号の一括質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。
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以上で報告第１号及び第２号を終わります。

◎日程第６ 意見案第１号 新型コロナウイルス感染症対策に対する医療機関支

援及び地方財源確保に関する意見書について

〇議長 水島美喜子君 日程第６、意見案第１号 新型コロナウイルス感染症対策に対す

る医療機関支援及び地方財源確保に関する意見書についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、説明を省略いたします。

これより意見案第１号の質疑に入ります。

質疑ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、意見案第１号を採決いたします。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 水島美喜子君 これで日程の全てを終了いたしました。

令和２年第４回砂川市議会定例会を閉会いたします。

皆様、この１年間、心身ともに本当にお疲れさまでございました。新型コロナウイルス

感染症が一日も早く終息に向かいますように、また市民の皆様の幸せを心から強く願うも

のでございます。少し早いのですが、皆様におかれましてもお体にも十分お気をつけられ

て、よいお年をお迎えくださいませ。

大変ご苦労さまでございました。

閉会 午前１１時１８分



－96－

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

令和２年１２月９日

砂川市議会議長

砂川市議会副議長

砂川市議会議員

砂川市議会議員


